
三木町公告第　号
次のとおり入札後審査型一般競争入札（以下「入札」という。）を行うので、三木町建設工事執行規則（昭和41年規則第１号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定により公告する。
平成26年７月１日
三木町長　筒　井　敏　行　　　　
第１　入札に付する事項
１　工事名　　　　　三木浄化センター（仮称）建設工事
２　工事場所　　　　香川県木田郡三木町大字池戸地内
３　工事概要　　　　処 理 方 式：膜分離活性汚泥法
水量・能力 ：全体計画汚水量　　　8,610㎥/日
　　　　　　　　　　　　　　　 　今回対象計画汚水量　3,000㎥/日（土木・建築）
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1,500㎥/日（機械）
1 土 木 工 事： 水処理施設工　一式
流入人孔工　　一式
樋門工　　　　一式
場内配管工　　一式
場内整備工　　一式
2 建 築 工 事： 管理棟（RC造、地上２階、延床面積599.46㎡）
水処理棟（RC造、地下１階・地上１階、延床面積432.07㎡）
汚泥処理棟（RC造、地上２階、延床面積352.47㎡）
3 機械設備工事：マンホールポンプ　一式
水処理施設　　　　一式
汚泥処理施設　　　一式
その他付属設備　　一式
4 電気設備工事：受電設備　　 　　 一式
自家発電設備　　　一式
運転操作設備　　　一式
計装設備　　　　　一式
監視制御設備　　　一式
その他付属設備　　一式
４　工期　　　　　　議決日の翌日から平成29年10月31日まで
５　最低制限価格　　設定する。
６　入札保証金　　　免除する。
７　契約保証金　　　契約金額の100分の10以上の契約保証金を現金又は国債により納付を要する。ただし、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の契約締結を行った場合にあっては、この限りでない。
第２　入札に参加する者に必要な資格等
入札参加者は、単体企業であって、次に掲げる要件を全て満たしていること。
１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること（なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第１項の規定に該当しない者である。）。
２　建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第15条の規定による特定建設業の許可を受けている者で、平成26年度の三木町指名競争入札参加資格者名簿において土木一式工事及び建築一式工事の登録を受けており、香川県内に法上の営業所（本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。）を有すること。
３　法第27条の23第１項の規定による経営事項審査（審査基準日が入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出日前１年７か月以内のもののうち、直近のもの）における土木一式工事及び建築一式工事の総合評定値がそれぞれ1,500点以上の者であること。
４　三木町建設工事指名停止等措置要綱（平成元年三木町要綱第３号）又は香川県建設工事指名停止等措置要領（昭和59年香川県告示第456号）による指名停止期間中の者でないこと。
５　破産法（平成16年法律第75号）による破産手続開始の申立て、会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
⑴　会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、その決定の日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果の通知を受けた者
⑵　民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者で、再生手続開始の決定を受けた日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果の通知を受けた者
６　次の⑴及び⑵の工事について、元請負人（共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表者に限る。）としてそれぞれ施工実績を有すること。ただし、同一工事であってもよい。
⑴　次に掲げる要件を全て満たす土木一式工事であること。
ア　国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体若しくは国又は地方公共団体が100％出資した団体（以下「国又は地方公共団体等」という。）が発注した工事であること。
イ　平成11年４月１日以降に工事が完成し、引渡しが完了した工事であること。
ウ　下水道法上の終末処理場又はポンプ場であること。
エ　5,000㎥/日以上の処理能力を有する鉄筋コンクリート造の水槽構造物の新築又は増築工事であること。

⑵　次に掲げる要件を全て満たす建築一式工事であること。
ア　国又は地方公共団体等が発注した工事であること。
イ　平成11年４月１日以降に工事が完成し、引渡しが完了した工事であること。
ウ　下水道法上の終末処理場若しくはポンプ場又は公共建築物であること。
エ　地下部分の構造が１階建て以上かつ地上部分の構造が２階建て以上の鉄筋コンクリート造の建築物（主要用途が倉庫、その他これに類する建築物を除く。）で、１棟の延床面積が1,300㎡以上の新築又は増築工事であること。

７　次に掲げる要件を全て満たす監理技術者（申請書提出期限日において、当該入札参加者と３か月以上の直接的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。
1 監理技術者にあっては、法第27条の18第１項の規定による監理技術者資格証（土木工事業に係るものに限る。）及び監理技術者講習修了証を有する者

2 ６⑴に掲げる施工実績と同等以上の工事の元請負人（共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表者に限る。）の監理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人として工事経験を有する者
3 上記⑵の工事において、工期（工期の終期は工事完成年月日とする。（以下「工期」という。））の２分の１以上の従事経験を有する者
８　入札参加者が10に掲げる施工実績等を有しない場合又は11に掲げる技術者を配置できない場合は、下請負人にこれを求めることができる。ただし、下請負人は次に掲げる全ての要件を満たす者であること。

1 １、４及び５を満たす者
2 法第３条の規定による当該工事において必要な業種の許可を有する者
９　10及び11に係る入札参加資格確認資料及び追加資料については、第８の３により提出するものとする。
10　６に掲げる施工実績のほか、(1)に掲げる施工実績を有すること。または(2)に掲げる要件を満たすこと。
1 国又は地方公共団体等が発注した下水道法上の終末処理場で、膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ法）の機械設備工事（反応タンク設備を含むものに限る。）であること。ただし、新設又は増設工事に限る。
2 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア　国又は地方公共団体等が発注した膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ法）と異なる下水道法上の終末処理場若しくは農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設又は処理人口500人以上の地域し尿処理施設（以下「下水道類似施設」という。）に係る5,000㎥/日以上の処理能力を有する機械設備工事（反応タンク設備及び最終沈殿池設備を含むものに限る。）の新設又は増設工事の施工実績を有する者
イ　膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ法）の下水汚水での実証プラントによる実証テストにより技術力を証明できる者。なお、実証プラントによる実証テストにより技術力を証明できる者とは、地方共同法人日本下水道事業団と共同で実施した次に掲げる研究に参加した者を指すものとする。
（ア）　膜分離活性汚泥法の実用化共同研究
（イ）　膜分離活性汚泥法の維持管理コスト縮減技術の開発
（ウ）　膜分離活性汚泥法の最適化
（エ）　大規模処理場の改築・高機能化等の多様な目的に適した膜分離活性汚泥法の開発
＊実証プラントによる実証テストにより技術力を証明する者は、様式第２号の工事名に「実証テストによる」と記載し、参加した共同研究の協定書について原本提示の上、写しを提出すること。
11　７に掲げる技術者のほか、次に掲げる工事経験及び資格を有する技術者を専任で配置できること。なお、配置する技術者の専任期間は各工事の期間とする。
1 建築工事においては、次に掲げる要件を全て満たす技術者を配置できること。
ア　１級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有する者
イ　６⑵に掲げる施工実績と同等以上の工事の元請負人（共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表者に限る。）の監理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人として工事経験を有する者
ウ　上記イの工事において、工期の２分の１以上の従事経験を有する者
2 機械設備工事においては、次に掲げる要件を全て満たす技術者を配置できること。
ア　水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者の資格要件を満たす者
イ　国又は地方公共団体等が発注した下水道法上の処理場又は下水道類似施設の機械設備工事（反応タンク設備を含むものに限り、建築設備は除く。ただし、新設、増設に限る。）の元請負人（共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表者に限る。）の監理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人として工事経験を有する者。ただし、平成11年４月１日以降に工事が完成し、引渡しが完了しているものに限る。

ウ　上記イの工事において、工期の２分の１以上の従事経験を有する者
3 電気設備工事においては、次に掲げる要件を全て満たす技術者を配置すること。
ア　電気工事業に係る主任技術者の資格要件を満たす者
イ　国又は地方公共団体等が発注した下水道法上の処理場又は下水道類似施設の電気設備工事（建築設備は除く。新設、増設に限る。）の元請負人（共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表者に限る。）の監理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人として工事経験を有する者。ただし、平成11年４月１日以降に工事が完成し、引渡しが完了しているものに限る。

ウ　上記イの工事において、工期の２分の１以上の従事経験を有する者
第３　入札参加資格確認申請書等の提出
１　申請書等の提出
入札参加希望者は、申請書及び入札参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。申請書及び確認資料を提出しない者は、入札に参加できない。
２　提出期間

平成26年７月１日(火)から平成26年７月14日(月)まで
＊日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝日」という。）を除く午前８時30分から午後５時00分まで
３　提出場所

三木町契約監理室
４　提出方法等
⑴　申請書及び確認資料は、持参により提出するものとし、郵便等による送付又は電送によるものは受け付けない。
⑵　提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
⑶　申請書及び確認資料の作成及び提出等に係る費用は、申請者の負担とする。
⑷　入札参加希望者から提出された申請書及び確認資料は、公表しない。
５　提出書類
⑴　入札参加資格確認申請書（様式第１号）
⑵　施工実績（様式第２号）
⑶　配置予定の技術者の資格・工事経験（様式第３号）
６　提出部数　　２部
７　入札参加資格が認められなかった者に対する通知
⑴　入札参加資格要件を満たしていないと認められた者に対し、平成26年７月23日(水)に郵送により理由を付した入札参加資格不適格通知書を送付する。
⑵　⑴の通知に不服がある者は、平成26年７月30日(水)までに町長に対して、３の場所に書面を持参し、苦情の申立てを行うことができる。
⑶　町長は、前項の規定により苦情の申立てを受けた場合には、速やかに、三木町工事契約審査委員会（昭和54年５月10日規程設置）に審議を依頼し、その審議の結果を踏まえた上で平成26年８月６日(水)までに書面により回答する。
第４　設計図書等の貸出し
　１　貸出期間
平成26年７月１日(火)から平成26年７月14日(月)まで

（日曜日、土曜日及び祝日を除く）
午前８時30分から午後５時00分まで
２　受付場所
三木町契約監理室
　３　貸出方法　　
設計図書、仕様書及び参考数量（以下「設計図書等」という。）を記録したＣＤ－Ｒを無償で貸出しする。なお、貸出しを希望する者は、設計図書等貸出申請書により申し出ること。
第５　設計図書等に対する質疑
１　設計図書等に対する質疑がある場合、次に従い、提出すること。
⑴　受付期間
平成26年７月10日(木)から平成26年７月23日(水)まで

（日曜日、土曜日及び祝日を除く）
午前８時30分から午後５時00分まで
⑵　受付場所
三木町上下水道課
⑶　提出方法
指定の様式に質疑を記入の上、持参又は郵送すること。
＊郵送による場合は、⑴の期間最終日までに必着のこと。なお、提出期限後に到着した質問には回答しない。
２　１の質疑に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
⑴　閲覧期間
平成26年７月28日(月)から平成26年８月６日(水)まで
三木町契約管理室の場合、日曜日、土曜日及び祝日を除く午前８時30分から午後５時00分まで
⑵　閲覧方法
三木町契約監理室及び三木町ホームページ（http://www.town.miki.lg.jp）で閲覧
に供する。
第６　現場説明会
実施しない。
第７　入札等
１　入札及び開札の日時
平成26年８月11日(月)　午後２時00分
２　入札及び開札の場所
香川県木田郡三木町大字氷上310番地
三木町役場会議室棟　１号会議室
３　入札の方法
⑴　持参により提出するものとし、郵送又は電送による入札は、認めない。
⑵　代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出するものとし、提出しない者は入札に参加できない。
⑶　入札に際し、本工事費内訳書（以下「内訳書」という。）を指定の様式により提出すること。
⑷　落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の８に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額（ただし、1,000円未満の額は、切り捨てるものとする）を入札書に記載すること。

⑸　入札執行回数は、３回までとし、初回の入札で落札候補者がいない場合は引き続き再度の入札を
行うが、これに係る内訳書の提出は不要とする。ただし、最低制限価格未満で入札した者は、再入札に参加できない。
４　開札　　入札後、直ちに開札する。
５　入札の無効
⑴　本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札又は入札心得において示した条件に違反した入札は、無効とする。
⑵　入札参加資格のあると確認された者であっても、確認の後、指名停止措置を受けるなど、入札時点において、第２に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
⑶　内訳書を提出しないとき、内訳書に記載すべき事項が欠けているとき、及び誤りがあるとき等の不備が認められる場合、また入札書の金額と内訳書の金額が一致しない場合は、無効とする。
第８　落札者の決定方法
１　落札候補者の決定方法
⑴　予定価格表における入札書比較価格以内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低者を落札候補者とした上で、落札者の決定を保留し、開札を終了する。
⑵　落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、くじにより第１順位の落札　　候補者を決定する。
２　落札候補者の審査
⑴　開札後、落札候補者となった者に対し、町長からの指示により、追加資料の提出を求めるものとする。指示を受けた者は、追加資料を３に掲げる期間までに指定の場所へ持参しなければならない。
⑵　落札候補者から提出された追加資料の審査を行い、審査の結果、入札参加資格があると認められた場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
⑶　追加資料を期限までに提出しない場合又は入札参加資格が認められなかった場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者から追加資料の提出を求め、審査を行うものとする。なお、落札者が決定するまで順に同様の手続を行うものとする。
３　追加資料の提出
落札候補者に次のとおり追加資料の提出を求めるものとする。
⑴　提出期限　　指示を受けた日の翌日から起算して３日以内
⑵　提出場所　　三木町契約監理室
⑶　提出方法等
ア　追加資料は、持参により提出するものとし、郵便等による送付又は電送によるものは受け付けない。
イ　提出された追加資料は、返却しない。
ウ　追加資料の作成及び提出等に係る費用は、申請者の負担とする。
エ　提出された追加資料は、公表しない。
⑷　提出書類
ア　施工実績について確認ができる書類（以下の(ア)、(イ)いずれかを提出すること。）
(ア)　発注者の施工証明書、契約書、当該部分が記載されている仕様書、図面及び工事の完成が確認できる書類等（原本提示の上、写しを提出すること。）
(イ)　一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（以下「ＣＯＲＩＮＳ」という。）の竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(記載内容の分かる部分)の写し又は登録内容確認書(工事実績)の写し
イ　配置予定技術者について確認ができる書類
(ア)　「法令による免許」について、当該資格を証する書類の写し
(イ)　「工事経験」について、記載内容が確認できる書類（以下の①、②いずれかを提出すること。）
①　発注者の施工証明書、契約書、当該部分が記載されている仕様書、図面及び工事の完成が確認できる書類等（原本提示の上、写しを提出すること。）
②　ＣＯＲＩＮＳの竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(記載内容のわかる部分)の写し、又は登録内容確認書（工事実績）の写し。
(ウ)　 配置予定技術者と申請書の提出期限日以前に３か月以上の雇用関係があることを証する書類(健康保険被保険者証の写し、健康保険・厚生年金標準報酬決定通知書の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し等)

⑸　提出部数
２部
第９　契約の締結に関する事項
１　工事請負契約書は、作成を要する。
２　落札者となった場合は、工事請負契約書の作成の前に、消費税及び地方消費税に係る課税・免税事業者届出書を町長に提出すること。
３　第10の１⑵に記載する中間前金払は、部分払との選択制となるので、対象となる工事（請負代金額　1,000万円以上かつ工期100日以上）について落札者となった者は、契約締結前に中間前金払と部分払の選択に係る届出書を町長に提出すること。

４　この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成23法律第105号）により、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を工事請負契約書に記載するため、落札者は落札決定後に行う協議に応じること。

５　予定価格が5,000万円以上の入札に付する工事に係る請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年三木町条例第21号）第２条の規定により、三木町議会の議決を要するので、落札者の決定後締結する契約は、三木町議会で本請負契約の締結に係る議案が議決されたときに本契約となる。
６　落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者が第２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。
第10　支払条件
１　前金払
⑴　前払金の保証契約締結に基づき、希望により別途締結する年度協定書により定める当該会計年度の出来形予定額が300万円以上の工事につき、当該会計年度の出来形予定額の100分の40以内の額を支払う。
　　⑵　中間前金払
中間前金払の保証契約締結に基づき、希望により別途締結する年度協定書により定める当該会計年度の出来形予定額が1,000万円以上かつその年度の工事実施期間が100日以上の工事につき、当該会計年度について、規則第36条第３項各号に掲げる要件に該当するものについて、当該会計年度の出来形予定額の100分の20以内の額を支払う。ただし、部分払を選択した場合は、支払わない（中間前金払を選択した場合でも、基準を満たさない会計年度については、部分払のみ行う。）。
２　部分払
請負代金100万円以上の工事については、完成前に出来形部分並びに工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相応額の10分の９以内の額について、規則第37条第２項に規定する回数の範囲内で、希望により支払う。ただし、中間前金払を選択した場合は、支払わない。
第11　その他
　１　入札参加者は、この公告のほか、規則、競争入札参加心得、三木町工事請負契約約款の内容を遵守しなければならない。
２　次に掲げる場合は、三木町建設工事指名停止等措置要綱に基づき指名停止の措置の対象となることがある。
⑴　確認資料及び追加資料に虚偽の記載をした場合
⑵　正当な理由（他の案件を落札したこと等により配置予定技術者を配置できなくなる場合）がなく落札候補者が追加資料を期限までに提出しない場合
⑶　入札金額に錯誤があるとして、入札の無効を申し出た場合
⑷　落札者が契約を締結しない場合
⑸　その他入札に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合
　３　落札者は、当該様式に記載した配置予定技術者から現場に配置する主任技術者又は監理技術者（法第26条第３項に規定する工事の場合は、専任の主任技術者又は監理技術者。以下同じ。）を選任すること。落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
４　現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、病休・死亡・退職等極めて特別な事情でやむを得ない理由があると認める場合のほかは、変更を認めない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、第２の７に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
　５　次に掲げる期間は、現場に配置する主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。ただし、専任を要しない期間は、工事打合簿の書面により明確にすることとする。
⑴　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。）
⑵　工事用地等の確保の未了、自然災害の発生、埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
⑶　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
第12　問合せ先
１　契約担当課
三木町契約監理室
郵便番号：761-0692
住　　所：香川県木田郡三木町大字氷上310番地
電話番号：087-891-3302
２　工事担当課
三木町上下水道課
郵便番号：761-0692
住　　所：香川県木田郡三木町大字氷上310番地
電話番号：087-891-3315

